
神戸大学における実験廃液・排水・廃棄物の取扱い方法
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実験廃液とは、有害物質を含む液体と3次までの
器具洗浄水を指す（水銀は6次までの洗浄水）。
有害物質の定義は「安全のてびき」を参照のこと

流せないもの：１）実験廃液に該当する液体，２）高濃度有機物を含む廃液，
３）有害生物を含む液体，４）固形物および半固形物，５）pH5.5～8.5以外の
液体，６）油脂類
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有害成分を含まない塩酸，硫酸，水酸化ナトリウ
ム等の希薄溶液は、中和処理後に排出可

部局で保管・処分

詳細は http://www.research.kobe-u.ac.jp/cema/を参照

滅菌済み培養液は生活排水系流し台に排出可


